
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査回答依頼、書類作成など 
一般的には①調査対象の把握、②調査依頼･調査票配付、③調査票の回収、④区への提出の流れに沿っ

て進みますが、調査ごとに多少の違いがあります。 

各調査の前には、区で説明会を開き仕事の進め方をお伝えします。 

調査ごとに定められた額 
調査によって、報酬額とその算出方法が異なります。 

例えば令和 2 年国勢調査では、５０世帯あたり約４０，０００円でした。 

実施される統計調査は，その年によって異なり，年間を通じて仕事があるとは限りません。 

 

（1）20 歳以上の健康な方で，責任を持って調査事務を遂行できる方 

（2）秘密を保持できる方 

（3）税務・選挙・警察用務に直接関わりのない方 

（4）調査期間中，調査活動に専念できる方 

（5）暴力団と関わりのない方 

「調査員登録カード」の提出 
提出は(１)統計調査係の窓口へ提出、(２)郵送提出、(３)メール提出のいずれかの方法でお願いします。 

窓口提出の場合、その場で簡単な質問をさせていただきます。 

郵送提出またはメール提出の場合、お電話で簡単な質問をさせていただきます。 

＜詳細は、裏面の「お申込み・お問合わせ先」をご覧ください。＞ 

仕事の概要 

報酬 

申込み要件 

申込み方法 

[登録から調査活動への流れ] 

￥ 

報酬 

北区では国勢調査など国の重要な統計調査へ調査員として,活動していただける方を募集しています。 

 

調査 任命 区からの依頼 調査員登録 

統計調査員 募集中 
調査員の仕事をしてみませんか 



 

  

 

お申込み･お問合せ先 

部 署 東京都北区 地域振興部 地域振興課 統計調査係 

所在地 〒114-0003 東京都北区豊島１-１４-１２ 王子区民センター５階 

連絡先 ０３－３９１２－４３９１(直通) 

メールアドレス toukei(at)city.kita.lg.jp 

※不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。 

ホームページ掲載先及び QR コード 

アドレス http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kuse/toke/tokechosain.html 

上記 URL または QR コードからページに進むか、検索エンジンで直接検索をしてください。 

 

 

 
申込者多数の場合など、ご登録いただいても、お声掛けできない場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

もしもの場合の補償と守秘義務 
統計調査員は，調査期間中，総務大臣や東京都知事から任命された非常勤の公務員となります。 

調査活動中に万一事故等にあった場合には，公務災害として補償されます。 

統計調査員として知り得た事柄は，統計法による守秘義務があり，違反すると罰則が適用されます。 

 

 

北区立王子区民センター５階  

[電車] 

JR 京浜東北線 王子駅北口▶徒歩 13 分 

東京メトロ南北線 王子駅 4 番出口▶徒歩 11 分 

都電荒川線 王子駅前駅▶徒歩 14 分 

[バス] 

王子三丁目バス停▶徒歩 6 分 

 

調査員の身分 

アクセス 

東京都北区 登録調査員 検 索 

コンビニ

バス停王子小学校

王子桜中学校

王子警察署

コンビニ

コンビニ

バス停

王子区民センター

王子駅前駅

北口

４番出口

登録者への調査依頼 

 

統計調査係（5 階） 

http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kuse/toke/tokechosain.html

